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ミネラルウォーター類の安全性について

ミネラルウォーター類とは？

スーパーやコンビニエンスストアではたくさんの種類のミネラルウォーター類が販

売されています。私たちはこれらを購入することで、日本各地、外国産などいろいろ

な水を気軽に利用することができます。今回はミネラルウォーター類の安全性を守る

ための法規制についてご説明します。また、平成 26 年 12 月に施行されたミネラル

ウォーター類の規格基準改正についても簡単にご紹介します。

ミネラルウォーター類は、食品衛生

法では水のみを原料とする清涼飲料水と規定され、二酸化炭素を注入したも

の、カルシウム等を添加したものも含みます。  

ミネラルウォーター類の品質表示ガイドラインでは、原水（製造に使用された原料

の水）の種類と製造過程での処理方法により、ナチュラルウォーター、ナチュラルミ

ネラルウォーター、ミネラルウォーター、ボトルドウォーター（または飲用水）と、

さらに 4 種類に分類されています（表１）。ミネラルウォーターと聞くと、自然豊か

な山間部で特定の水源から汲み上げられた地下水を容器に充填したものといった

イメージを思い浮かべる方が多いと思います。このような製品の多くは、ナチュラ

ルミネラルウォーターに分類されます。また、最近、全国各地の水道事業体が水道

名称 原水 処理方法

ナチュラルウォーター 特定水源より採水された地下水

ナチュラルミネラル
ウォーター

特定水源より採水された地下水のうち、地表か
ら浸透し、地下を移動中または地下に滞留中に
地層中の無機塩類が溶解した地下水

ミネラルウォーター ナチュラルミネラルウォーターを原水としたもの

沈殿、濾過、加熱殺菌以外に次に掲げる処理を
行ったもの
・複数のナチュラルミネラルウォーターの混合
・ミネラル分の調整
・ばっ気処理など

ボトルドウォーター
（または飲用水）

ナチュラルウォーター、ナチュラルミネラルウォー
ター、ミネラルウォーター以外のもの
（純水、蒸留水、河川の表流水、水道水）

処理方法の限定なし

「ミネラルウォーター類（容器入り飲用水）の品質表示ガイドライン」(平成2年3月30日農林水産省局長通達　2食流第1071号)より

沈殿、濾過、加熱殺菌以外の物理的・化学的処理
を行わないもの

表 1．ミネラルウォーター類の名称分類
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規格基準の改正 

清涼飲料水の規格基準（食品衛生法） 

水のおいしさの PR や防災備蓄用に、浄水場で処

理した水をペットボトルなどに詰めたものを販売

しています。このような製品はボトルドウォータ

ーに分類されます。これらの名称は製品のラベル

に表示されています(図 1)。 

清涼飲料水と聞くと、清涼感のある炭酸飲料やジュ

ースなどを想像する方もいるかもしれませんが、ミネ

ラルウォーター類は清涼飲料水の一つに分類されま

す(図 2)。 

食品衛生法では流通する食品の安全な品質を確保

するため、「食品、添加物等の規格基準」の中で、食

品別に規格基準を定めています。規格基準とは、さまざまな食品について、成分規格

（製品の品質についての基準）や製造、加工、調理及び保存に関する基準を定めたも

のです。ミネラルウォーター類では、清涼飲料水の規格基準の中に成分規格や製造基

準などが定められ、これらに従って製造された安全な製品が市場に流通しています。 

平成 26 年 12 月 22 日に「食品、添加物等の規格基準」

の一部が改正され、清涼飲料水の規格基準の内容に変更がありました。この背景として、

改正前のミネラルウォーター類の規格基準は、水道法で規定される水道水質基準注１）等

と乖離
か い り

が生じていました。そこでコーデックス委員会注 2）においてナチュラルミネラル

ウォーター等の規格が設定されたことや水道法の水質基準改正の動きを受け、厚生労働

省が規格基準の見直しを行いました。 

改正の主な内容として、ミネラルウォーター類の規格基準は、製造工程における殺

菌・除菌の有無により、「ミネラルウォーター類（殺菌・除菌有）」と「ミネラルウォ

ーター類（殺菌・除菌無）」に明確に区分けされました。これらの区分ごとに以前の規

格基準値は見直され、新しい規格基準が定められました。食品衛生法ではミネラルウ

ォーター類は原則、殺菌・除菌が必要であると規定されており、主に日本の製品はこ

ちらに該当します。一方、殺菌・除菌が不要なものは原水の水質や水源周辺の環境保

図２．清涼飲料水の分類

（食品衛生法） 

清涼飲料水 ミネラルウォーター類

冷凍果実飲料

原料用果汁

ミネラルウォーター類、冷凍果

実飲料、原料用果汁以外

例）ナチュラルミネラルウォーター、

ボトルドウォーターなど

例）炭酸飲料、お茶、果実飲料、

香料入りミネラルウォーターなど

●名称：ナチュラルミネラルウォーター

●原材料名：水（鉱水）●内容量：500ml
●賞味期限：容器上部に記載

●保存方法：直射日光を避けて保存してください

●採水地：○○県△△町

●販売者：□□株式会社 神奈川県○○市△△番地

図 1．品質表示の例 
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全などについてより厳しい基準に適合する必要があり、主にヨーロッパから輸入され

る製品にはこれに該当するものがあります。 

新しい成分規格を表 2～4 に示します。市場に流通する製品は清涼飲料水の一般規

格（表 2）及びミネラルウォーター類個別の成分規格（表 3 又は 4）に適合している

必要があります。この新しい規格基準は現在の水道法やコーデックス委員会が設定し

た国際規格との整合性がとられ、高感度の測定方法が検査法として採用されています。 

表４．ミネラルウォーター類（殺菌・除菌無）の成分規格

項目 規格 項目 規格

1 亜鉛 5mg/L以下 8 ヒ素 0.05mg/L以下

2 カドミウム 0.003mg/L以下 9 マンガン 2mg/L以下

3 水銀 0.0005mg/L以下 10 六価クロム 0.05mg/L以下

4 セレン 0.01mg/L以下 11
シアン（シアンイオン及び

塩化シアン）
0.01mg/L以下

5 銅 1mg/L以下 12 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 10mg/L以下

6 鉛 0.05mg/L以下 13 フッ素 2mg/L以下

7 バリウム 1mg/L以下 14 ホウ素
30mg/L以下

（ホウ酸として）

 容器包装内の二酸化炭素圧力が20℃で98kPa未満のものについては、腸球菌及び緑膿菌が陰性であること

表２．清涼飲料水の成分規格（一般規格）

項目 規格 項目 規格

1 混濁
混濁したものであってはなら
ない

3 スズ
※ 150.0ppm以下

2 沈殿物または固形の異物
沈殿物または固形の異物が
ないこと

4 大腸菌群 陰性

※ 金属製容器包装入りのものに限る

表３．ミネラルウォーター類（殺菌・除菌有）の成分規格

項目 規格 項目 規格

1 亜鉛 5mg/L以下 21
シス-1,2-ジクロロエチレン

及びトランス-1,2-ジクロロエチレン
0.04mg/L以下

（シス体とトランス体の和として）

2 カドミウム 0.003mg/L以下 22 ジブロモクロロメタン 0.1mg/L以下

3 水銀 0.0005mg/L以下 23 臭素酸 0.01mg/L以下

4 セレン 0.01mg/L以下 24 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 10mg/L以下

5 銅 1mg/L以下 25 総トリハロメタン 0.1mg/L以下

6 鉛 0.05mg/L以下 26 テトラクロロエチレン 0.01mg/L以下

7 バリウム 1mg/L以下 27 トリクロロエチレン 0.004mg/L以下

8 ヒ素 0.05mg/L以下 28 トルエン 0.4mg/L以下

9 マンガン 2mg/L以下 29 フッ素 2mg/L以下

10 六価クロム 0.05mg/L以下 30 ブロモジクロロメタン 0.03mg/L以下

11 亜塩素酸 0.6mg/L以下 31 ブロモホルム 0.09mg/L以下

12 塩素酸 0.6mg/L以下 32 ベンゼン 0.01mg/L以下

13 クロロホルム 0.06mg/L以下 33 ホウ素
30mg/L以下

（ホウ酸として）

14 残留塩素 3mg/L以下 34 ホルムアルデヒド 0.08mg/L以下

15
シアン（シアンイオン及び

塩化シアン）
0.01mg/L以下 35 有機物等（全有機炭素） 3mg/L以下

16 四塩化炭素 0.002mg/L以下 36 味 異常でないこと

17 1,4-ジオキサン 0.04mg/L以下 37 臭気 異常でないこと

18 ジクロロアセトニトリル 0.01mg/L以下 38 色度 5度以下

19 1,2-ジクロロエタン 0.004mg/L以下 39 濁度 2度以下

20 ジクロロメタン 0.02mg/L以下
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ミネラルウォーター類を安心して飲むために
当所では、県内に流通するミ

ネラルウォーター類が成分規格に適合していることを確認するため、検査を実施して

います。新しくなった規格基準についても、信頼性の高い検査を実施するため、検査

法等の標準実施作業書の整備及び妥当性評価を行っています。今後もミネラルウォー

ター類の安全性を確保できるよう、検査・調査研究を進めてまいります。

注 1)水道水質基準 

 水道水は水道法により水質基準等が定められています。水道水質基準には生涯にわたり飲用しても健

康に影響のない基準（健康関連項目）と生活用水として支障がない基準（生活上支障関連項目）があり、

現在 51 項目の基準があります。衛研ニュース No.166 参照 

注 2）コーデックス委員会 

消費者の健康の保護、食品の公正な貿易の確保等を目的として、1963 年に国際連合食糧農業機関（FAO）

及び世界保健機関（WHO）により設置された国際的な政府間機関で、国際食品規格の策定等を行っていま

す。日本は 1966 年より加盟しています。 
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